
議案第25号

つくば市敬老祝金給付条例の一部を改正する条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成27年２月24日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市敬老祝金給付条例の一部を改正する条例

つくば市敬老祝金給付条例(平成17年つくば市条例第22号）の一部を次のように

改正する。

第３条第２項中「一般敬老祝金」の次に「及び特別敬老祝金」を加え，「次条第

１項の額」を「それぞれ次条に規定する額」に改める。

附 則

この条例は，平成27年４月１日から施行する。



議案第25号資料

つくば市敬老祝金給付条例（平成17年つくば市条例第22号）新旧対照表

改正後 改正前

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

（敬老祝金の給付） （敬老祝金の給付）

第３条 つくば市は，毎年９月に，当該年の８月１日において引き続き１年以上， 第３条 つくば市は，毎年９月に，当該年の８月１日において引き続き１年以上，

つくば市に居住し，かつ，つくば市の住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の つくば市に居住し，かつ，つくば市の住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の

規定に基づく住民基本台帳に記録されている者で次の各号に掲げるものの区分に 規定に基づく住民基本台帳に記録されている者で次の各号に掲げるものの区分に

応じ，当該各号に定める敬老祝金を給付する。 応じ，当該各号に定める敬老祝金を給付する。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

２ 一般敬老祝金及び特別敬老祝金は，現金に代えてそれぞれ次条に規定する額相 ２ 一般敬老祝金 は，現金に代えて次条第１項の額 相

当の商品券を給付することができる。 当の商品券を給付することができる。

第４条 （以下略） 第４条 （以下略）


